
仙台白百合女子大学の公的研究費に係る研究活動における不正防止に関する体系 

 

不正防止の推進を 

担当する部署 

教育・研究 

推進委員会 

責任と権限 

最高管理責任者 

【学長】 

本学全体を総括し、公的研究費の運営及び管理に 

ついて最終責任を負う。 

 

統括管理責任者 

【学部長並びに事務局長】 

学部長は研究活動管理責任者として、 

公的研究費等の運営及び管理について 

実質的な責任と権限を持つものとする。 

事務局長は事務処理管理責任者として、 

事務組織の実質的な責任と権限を持つものとする。 

コンプライアンス推進責任者 

【教育・研究推進委員会副委員長】 

本学における公的研究費の運営及び管理について実

質的な責任と権限を持つものとする。 

相談窓口 

【庶務課】 

公的研究費申請事務手続き等の相談窓口を庶務課に置き、公的研究費等の公正かつ

効率的な使用を支援する。 

公益通報窓口 

【事務局長】 

公的研究費における被通報者の不正行為・不正使用に

関する通報に対応する。 

調査委員会 

公的研究費等に関する事務手続等の 

相談を受ける。 

公的研究費等の運営及び管理についての 

相談を受ける。 

公的研究費等の運営及び管理についての 

周知を行う。 

通報が必要であると考えるときに 

相談する。 

教職員 

教職員 


